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改 正 後 改 正 前 

平成２４年３月２９日制定（国空航第７９９号） 

平成２５年２月１３日改正（国空航第８６８号） 

平成２６年３月２０日改正（国空航第１００６号） 

平成２９年４月１日改正（国空航第１１６４１号） 

令和２年２月２１日改正（国空航第２９８５号） 

令和２年８月１３日改正（国空航第１３６０号） 

令和３年３月３１日改正（国空航第３７００号） 

令和４年３月２９日改正（国空航第３０３７号） 

令和４年７月２５日改正（国空安政第９３２号） 

令和５年２月２８日改正（国空安政第２８４５号） 

令和５年９月２０日改正（国空安政第１１５５号） 

国 空 航 第 ７ ９ ９ 号 

平成２４年３月２９日制定 

改正国空航第８６８号 

平成２５年２月１３日 

改正国空航第１００６号 

平成２６年３月２０日 

改正国空航第１１６４１号 

平 成 ２ ９ 年 ４ 月 １ 日 

改正国空航第２９８５号 

令 和 ２ 年 ２ 月 ２ １ 日 

改正国空航第１３６０ 号 

令 和 ２ 年 ８ 月 １ ３ 日 

改正国空航第３７００号 

令 和 ３ 年 ３ 月 ３ １ 日 

改正国空航第３０３７号 

令 和 ４ 年 ３ 月 ２ ９ 日 

改正国空安政第９３２号 

令 和 ４ 年 ７ 月 ２ ５ 日 

改正国空安政第２８４５号 

令 和 ５ 年 ２ 月 ２ ８ 日 

  

特定操縦技能審査実施要領 特定操縦技能審査実施要領 

  

第１章 （略） 第１章 （略） 

第２章 操縦技能審査員 第２章 操縦技能審査員 

2.1. （略） 2.1. （略） 

2.2. 認定の申請 2.2. 認定の申請 

操縦技能審査員の認定を受けようとする者は、「操縦技能審査員認定申請書」（規則第28号の３

様式）に次の(1)～(6)に掲げる書類を添えて、その者の住所を管轄区域とする地方航空局（下

記：表１）の保安部運航課（以下「運航課」という。）に提出しなければならない。 

操縦技能審査員の認定を受けようとする者は、「操縦技能審査員認定申請書」（規則第28号の３

様式）に次の(1)～(6)に掲げる書類を添えて、その者の住所を管轄区域とする地方航空局（下記：

表１）の保安部運航課（以下「運航課」という。）に提出しなければならない。 
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改 正 後 改 正 前 

（表 略） （表 略） 

(ア)・(イ) （略） (ア)・(イ) （略） 

(1) 写真2枚（ﾀﾃ3cm×ﾖｺ2.4cm）※裏に氏名を記入すること。 

(2) 技能証明書の写し 

(3) 初任講習修了証の写し。ただし、認定の申請を行う日前1年以内に初任講習を修了したもので

あること。（初任講習を免除される者は、それを証する書類の写し。その場合は、操縦技能審

査員認定申請書の備考欄に初任講習が免除される者に該当する旨を記載すること。） 

(4)～(6) （略） 

(1) 写真2枚（ﾀﾃ 3cm×ﾖｺ 2.4cm）※裏に氏名を記入すること。 

(2) 技能証明書の写し 

(3) 初任講習修了証の写し（初任講習を免除される者は、それを証する書類の写し。その場合

は、操縦技能審査員認定申請書の備考欄に初任講習が免除される者に該当する旨を記載する

こと。） 

(4)～(6) （略） 

2.3.～2.10. （略） 2.3.～2.10. （略） 

  

第３章 特定操縦技能審査 第３章 特定操縦技能審査 

3.1.  特定操縦技能審査の申請等 

3.1.1 （略） 

3.1.2 特定操縦技能審査の申請及び審査 

（略） 

 （1）～（3） （略） 

 （4）技能証明書（規則第20号様式 12．技能証明書-特定操縦技能審査／確認を含む。）及び航

空身体検査証明書（実技審査の全部を模擬飛行装置又は飛行訓練装置を使用して行う場合を

除く。） 

 （5） （略） 

3.1.  特定操縦技能審査の申請等 

3.1.1 （略） 

3.1.2 特定操縦技能審査の申請及び審査 

（略） 

 （1）～（3） （略） 

 （4）技能証明書（規則第20号様式 12．技能証明-特定操縦技能審査／確認を含む。）及び航空

身体検査証明書（実技審査の全部を模擬飛行装置又は飛行訓練装置を使用して行う場合を除

く。） 

 （5） （略） 

3.2. 操縦技能審査員が提示する書類 

操縦技能審査員は、審査を始める前に、被審査者に対して「技能証明書」、「操縦技能審査員の

証」及び認定を受けた日の属する年度の翌年度の初日から起算して２年を超えている場合は、「定

期講習修了証」（定期講習を免除される者は、「操縦技能審査員定期講習免除通知書（以下「免除

通知書」という。））を提示しなければならない。 

3.2. 操縦技能審査員が提示する書類 

操縦技能審査員は、審査を始める前に、被審査者に対して「技能証明書」及び「操縦技能審査

員の証」を提示しなければならない。 

3.3. 特定操縦技能審査の実施 

（1） 特定操縦技能審査は、航空機の種類ごとに行う。 

（2） 特定操縦技能審査の実施日時、使用する航空機、実施場所その他必要な事項は、操縦技能審

査員及び被審査者の合意により決定する。 

3.3. 特定操縦技能審査の実施 

（1） 特定操縦技能審査は、航空機の種類ごとに行う。 

（2） 特定操縦技能審査の実施日時、使用する航空機、実施場所その他必要な事項は、操縦技能審

査員及び被審査者の合意により決定する。 
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改 正 後 改 正 前 

（3） 特定操縦技能審査は、別に定める「特定操縦技能審査実施細則」（国空航第800号平成24年3月

29日。以下「実施細則」という。）に従って口述審査及び実技審査により行う。 

（4） 「自家用操縦士の技量維持方策に係る指針」（国空乗第2077号平成15年3月28日）による安全

講習会を受講した者は、受講日から2年までの間に行われる特定操縦技能審査において、実施細

則に定める口述審査のうち、「最近の変更点」「一般知識」については免除とする。ただし、安

全講習会受講後に変更した事項は当該免除の対象外とする。 

（3） 特定操縦技能審査は、別に定める「特定操縦技能審査実施細則」（国空航第800号平成24年3月

29日）に従って口述審査及び実技審査により行う。 

（4） 「自家用操縦士の技量維持方策に係る指針」（国空乗第2077号平成15年3月28日）による安全

講習会を受講した者は、受講日から2年までの間に行われる特定操縦技能審査において、「特定

操縦技能審査実施細則」に定める口述審査のうち、「最近の変更点」「一般知識」については免

除とする。ただし、安全講習会受講後に変更した事項は当該免除の対象外とする。 

3.4. 特定操縦技能審査に使用できる模擬飛行装置又は飛行訓練装置の基準 3.4. 特定操縦技能審査に使用できる模擬飛行装置又は飛行訓練装置の基準 

 3.4.1 実技審査の全部に使用できるもの 

（1） （略） 

（2） 国土交通大臣の認定を受けていないもので、独立行政法人航空大学校又は指定航空従事者養

成施設が設置した模擬飛行装置又は飛行訓練装置であって、毎月、定期的な保守、管理及び維

持が行われており、当該訓練装置が審査に使用できることを「模擬飛行装置等認定要領細則」

（平成14年4月23日国空航第1417号、国空機第1462号、国空乗第2098号）に定める飛行訓練装置

の機能検査を試験官が実施した後、安全政策課長が特定操縦技能審査に使用できることを認め

たもの。ただし、この場合は、当該装置の維持管理について一義的に責任を有する者が1年に1

回の定期的な保守管理の実績を安全政策課長に報告することとする。 

 3.4.1 実技審査の全部に使用できるもの 

（1） （略） 

（2） 国土交通大臣の認定を受けていないもので、独立行政法人航空大学校又は指定航空従事者養

成施設が設置した模擬飛行装置又は飛行訓練装置であって、毎月、定期的な保守、管理及び維

持が行われており、当該訓練装置が審査に使用できることを「模擬飛行装置等認定要領細則」

に定める飛行訓練装置の機能検査を試験官が実施した後、安全政策課長が特定操縦技能審査に

使用できることを認めたもの。ただし、この場合は、当該装置の維持管理について一義的に責

任を有する者が1年に1回の定期的な保守管理の実績を安全政策課長に報告することとする。 

 3.4.2 実技審査の一部に使用できるもの 

規則第238条の2の規定に基づき国土交通大臣の認定を受けた飛行訓練装置であって、前項

3.4.1 (1)に規定するレベル以外のものについては、実施細則に定める「基本的な計器による

飛行」の審査に使用できるものとする。 

 3.4.2 実技審査の一部に使用できるもの 

規則第238条の2の規定に基づき国土交通大臣の認定を受けた飛行訓練装置であって、前項

3.4.1 (1)に規定するレベル以外のものについては、特定操縦技能審査実施細則に定める「基

本的な計器による飛行」の審査に使用できるものとする。 

 3.4.3 飛行訓練装置のうち、模擬する航空機の型式及び等級が明示されていないものの取り扱い

について 

   別に定める「模擬飛行装置等認定要領」（平成14年3月28日国空航第1285号、国空機第1308

号、国空乗第91号）による当該飛行装置の認定書において、模擬する航空機の型式及び等級

（陸上単発、多発等）が明示されていない飛行訓練装置を使用する場合は、被審査者が有する

技能証明の等級限定に対応する飛行訓練装置であるか否か（すなわち当該飛行訓練装置で審査

ができるか否か）は、認定実地検査内容及び飛行訓練装置の形状によるものとする。 

 3.4.3 飛行訓練装置のうち、模擬する航空機の型式及び等級が明示されていないものの取り扱い

について 

   別に定める「模擬飛行装置等認定要領」による当該飛行装置の認定書において、模擬する航

空機の型式及び等級（陸上単発、多発等）が明示されていない飛行訓練装置を使用する場合

は、被審査者が有する技能証明の等級限定に対応する飛行訓練装置であるか否か（すなわち当

該飛行訓練装置で審査ができるか否か）は、認定実地検査内容及び飛行訓練装置の形状による

ものとする。 

3.5. 審査結果 3.5. 審査結果 
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（1） 操縦技能審査員は、特定操縦技能審査を行ったときには、実施細則に定めるところにより、

次の事項を技能証明書（規則第20号様式 12．技能証明書-特定操縦技能審査／確認）に記載し

なければならない。 

  （ｱ）～（ｴ） （略） 

  （ｵ） 操縦技能審査員の認定番号 

（2） 操縦技能審査員は、特定操縦技能審査を行ったときは、実施細則に定めるところにより、次

の事項を含む審査記録を作成しなければならない。 

  （ｱ）～（ｳ） （略） 

（3） 操縦技能審査員は、特定操縦技能審査を行ったときは、その日から起算して10日以内（土

日・祝日及び年末年始（12/29～1/3）を除く。）に、「特定操縦技能審査結果報告書」（第７号様

式）に、被審査者の特定操縦技能審査申請書及び技能証明書（「規則第20号様式 12．技能証明

書-特定操縦技能審査／確認」を含む。）の写しを添えて、操縦技能審査員の現住所を管轄区域

とする地方航空局（表１）の運航課に提出しなければならない。 

    またこの際、操縦技能審査員は、被審査者が航空局からの安全運航を継続するために参考と

なる情報（航空の安全に資する教育・訓練・事故・インシデント・新技術に関する情報等）を

速やかに取得できるよう、被審査者の同意を得たうえで、特定操縦技能審査申請書の「備考」

欄に被審査者の電子メールアドレスを記載させるものとする。 

   なお、「特定操縦技能審査結果報告書」（第７号様式）については、実施細則に定めるところ

により、前(2)項の審査記録の全部又は一部を提出することで代えることができる。 

 

（4）・（5） （略） 

（1） 操縦技能審査員は、特定操縦技能審査を行ったときには、特定操縦技能審査実施細則に定め

るところにより、次の事項を技能証明書（規則第20号様式 12．技能証明書-特定操縦技能審査

／確認）に記載しなければならない。 

  （ｱ）～（ｴ） （略） 

  （ｱ） 操縦技能審査員の認定番号 

（2） 操縦技能審査員は、特定操縦技能審査を行ったときは、特定操縦技能審査実施細則に定める

ところにより、次の事項を含む審査記録を作成しなければならない。 

  （ｱ）～（ｳ） （略） 

（3） 操縦技能審査員は、特定操縦技能審査を行ったときは、その日から起算して10日以内（土

日・祝日及び年末年始（12/29～1/3）を除く。）に、「特定操縦技能審査結果報告書」（第７号様

式）に、被審査者の特定操縦技能審査申請書及び技能証明書（「規則第20号様式 12．技能証明

書-特定操縦技能審査／確認」を含む。）の写しを添えて、操縦技能審査員の現住所を管轄区域

とする地方航空局（表１）の運航課に提出しなければならない。 

    またこの際、操縦技能審査員は、被審査者が航空局からの安全運航を継続するために参考と

なる情報（航空の安全に資する教育・訓練・事故・インシデント・新技術に関する情報等）を

速やかに取得できるよう、被審査者の同意を得たうえで、特定操縦技能審査申請書の「備考」

欄に被審査者の電子メールアドレスを記載させるものとする。 

   なお、「特定操縦技能審査結果報告書」（第７号様式）については、特定操縦技能審査実施細

則に定めるところにより、前(2)項の審査記録の全部又は一部を提出することで代えることがで

きる。 

（4）・（5） （略） 

  

第４章 （略） 第４章 （略） 

第５章 雑則 第５章 雑則 

5.1. 試験飛行等 

  航空機の試験飛行等であって、当該飛行が実施細則の審査項目を網羅したものである場合に

は、第3章「特定操縦技能審査」における特定操縦技能の審査のための飛行を兼ねることができ

る。 

5.1. 試験飛行等 

 航空機の試験飛行等であって、当該飛行が特定操縦技能審査実施細則の審査項目を網羅したも

のである場合には、第3章「特定操縦技能審査」における特定操縦技能の審査のための飛行を兼ね

ることができる。 

5.2.～5.6. （略） 5.2.～5.6. （略） 
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附則（令和５年９月２０日） 

本則は、令和５年１０月１日から施行する。 

 

  

別記様式（附則関係） （略） 別記様式（附則関係） （略） 

別紙第１・別紙第２ （略） 別紙第１・別紙第２ （略） 

別紙第３ 別紙第３ 

操縦技能審査員初任講習実施要領 

１．～４． （略） 

５．講習時期 

初任講習は、東京航空局及び大阪航空局においてそれぞれ年2回、原則オンライン形式にて開催

する。 

なお、初任講習の日程及び開催方法については、講習参加人数等を考慮して決定する。 

 

６．講習内容 

  初任講習は、以下の項目について行う。 

 （1）～（9） （略） 

 （10）技能証明書（規則第20号様式12．技能証明書-特定操縦技能審査/確認）の記入要領 

 （11）～（16） （略） 

操縦技能審査員初任講習実施要領 

１．～４． （略） 

５．講習時期 

初任講習は、東京航空局においては奇数月、大阪航空局においては偶数月のそれぞれ年6回及び

千歳、福岡、那覇の3会場においては、3月及び7月の年2回開催する。 

なお、初任講習の日程及び開催会場については、講習参加人数等を考慮し、適宜開催するもの

とする。 

６．講習内容 

  初任講習は、以下の項目について行う。 

 （1）～（9） （略） 

 （10）技能証明書（規則第28号様式12．技能証明書-特定操縦技能審査/確認）の記入要領 

 （11）～（16） （略） 

  

別紙第４ 

操縦技能審査員定期講習実施要領 

１． （略） 

２． 定期講習が免除される者及び免除に係る手続き等 

(1) 以下の(ｱ)～(ｵ)に該当する者は、申請により定期講習の受講を免除する。免除は、申請者に

免除通知書を交付することによって行う。 

 (ｱ)～(ｵ) （略） 

(2) （略） 

(3) 定期講習が免除された者は、審査を行う際に免除通知書を携帯し、審査を始める前に、被審

査者に対して、これを提示しなければならない。 

３．受講対象者と受講時期等 

別紙第４ 

操縦技能審査員定期講習実施要領 

１． （略） 

２． 定期講習が免除される者及び免除に係る手続き等 

(1) 以下の(ｱ)～(ｵ)に該当する者は、申請により定期講習を免除する。免除は、申請者に操縦技

能審査員定期講習免除通知書（以下「免除通知書」という。）を交付することによって行う。 

 (ｱ)～(ｵ) （略） 

(2) （略） 

(3) 定期講習が免除された者は、審査を行う際に免除通知書を携帯し、被審査者からの求めがあ

った場合には、これを提示しなければならない。 

３．受講対象者と受講時期等 
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改 正 後 改 正 前 

(1)・(2) （略） 

(3) 操縦技能審査員に認定されている者であって、定期講習を免除されている者が、第2項(ｱ)～

(ｵ)の規定に該当しなくなった場合には、免除期間の末日の属する年度の翌年度の初日から起

算して2年を経過する日までに定期講習を受講しなければならない。 

(4) 定期講習は、東京航空局においては奇数月、大阪航空局においては偶数月のそれぞれ年6回、

原則オンライン形式にて開催する。 

(5) 定期講習の日程及び開催方法については、講習参加人数等を考慮して決定する。 

 

４．・５． （略） 

(1)・(2) （略） 

(3) 操縦技能審査員に認定されている者であって、定期講習を免除されている者が、第2項(ｱ)～

(ｵ)の規定に該当しなくなった場合には、免除期間の末日までに定期講習を受講しなければな

らない。 

(4) 定期講習は、東京航空局においては奇数月、大阪航空局においては偶数月のそれぞれ年6回及

び千歳、福岡、那覇の3会場においては、3月及び7月の年2回開催する。 

(5) 定期講習の日程及び開催場所については、講習参加人数等を考慮し、適宜開催するものとす

る。 

４．・５． （略） 

別紙第５・別紙第６ （略） 別紙第５・別紙第６ （略） 

  

  

第１号様式～第２－３号様式 （略） 第１号様式～第２－３号様式 （略） 
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改 正 後 改 正 前 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４号様式 （略） 第４号様式 （略） 
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改 正 後 改 正 前 

  

第５の２号様式 （略） 第５の２号様式 （略） 
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改 正 後 改 正 前 

 

 

 

 

 

第５の４号様式  （略） 第５の４号様式  （略） 
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改 正 後 改 正 前 
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改 正 後 改 正 前 
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改 正 後 改 正 前 

 

第８号様式～第９号様式 （略） 第８号様式～第９号様式 （略） 

（事務連絡用） （略） （事務連絡用） （略） 

  

 


